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第１章 中野区バリアフリー基本構想の改定 

1-1 改定の背景・目的 

（１）改定の背景 

中野区では平成12年（2000年）に「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移

動の円滑化の促進に関する法律（以下「交通バリアフリー法」という）」の施行を受け、同法に

基づく基本構想として、平成17年（2005年）8月に「中野区交通バリアフリー整備構想」（以

下「整備構想」という）を策定しました。 

平成１８年（2006年）には、「交通バリアフリー法」と「高齢者、身体障害者等が円滑に利用

できる特定建築物＊の建築の促進に関する法律（以下「ハートビル法」という）」を統合・拡充

し、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（以下「バリアフリー法＊」とい

う）」が施行されました。中野区では平成27年（2015年）4月にバリアフリー法に基づく「中野

区バリアフリー基本構想（以下「旧構想」という）」を策定し、令和7年度（2025年度）を目標

年次として区内のバリアフリー＊化に取り組んできました。 

その間、バリアフリー法は、平成30年（2018年）及び令和２年（2020年）の法改正により、

「移動等円滑化促進方針＊」制度の創設や基本構想に記載する事業メニューの一つとして、

「心のバリアフリー＊」に関する事項（教育啓発特定事業）の追加などが行われました。これら

の法改正を踏まえ、旧構想策定後の区民ニーズの変化や高齢化の進展など、社会状況の変

化に対応した構想への改定が必要です。 

図 1-1 改定の背景 
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（２）改定の目的 

平成30年（2018年）のバリアフリー法の改正では、区市町村が面的・一体的なバリアフリ

ー化の方針である「移動等円滑化促進方針」を定めることができる制度が創設されました。こ

の方針に基づいて施設整備などを進めることで、より効果的なバリアフリー化が可能となりま

す。 

中野区では、引き続きバリアフリー化の取組を進めていくため、旧構想で位置づけた「重点

整備地区＊」内のバリアフリー化事業の評価や見直しを行うとともに、法改正により創設され

た「移動等円滑化促進方針」の策定並びに「移動等円滑化促進地区＊」を位置づけ、これまで

の「重点整備地区」以外にも誰もが利用しやすい道路・交通環境や公共施設の整備等の推

進を目的に旧構想の改定を行います。 

 

移動等円滑化促進方針とは 

移動等円滑化促進方針は、面的・一体的なバリアフリー化の方針を区市町村が示すも

のです。バリアフリー化の方針に基づき、施設整備などを進めることで、地区内のバリアフ

リー化を推進することが可能です。また、不特定多数の区民、または、高齢者、障害者等

が利用する施設（生活関連施設＊）が集まり、移動等円滑化を促進することが必要である

地区を移動等円滑化促進地区として指定します。 

バリアフリー基本構想とは 

バリアフリー基本構想とは、バリアフリー化を重点的かつ一体的に推進する地区を「重

点整備地区」に指定し、地区内の公共交通、建築物、道路等のバリアフリー化の施策を示

すものです。バリアフリー基本構想で示された施策は「特定事業計画＊」として事業者別に整

理・作成され、事業者はその計画に基づく事業について、実施の義務が課されます。 

図 1-2 移動等円滑化促進地区と重点整備地区の配置関係のイメージ 
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出典：移動等円滑化促進方針・バリアフリー基本構想作成に関するガイドライン（一部加工） 

（令和 3 年 3 月 国土交通省総合政策局安心生活政策課） 
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1-２ 位置づけと計画期間 

（１）位置づけ 

「中野区バリアフリー基本構想（以下「本構想」という）」は、バリアフリー法及び国が定めた

「移動等円滑化の促進に関する基本方針＊」に基づき策定するものです。また、「中野区基本

構想」及び「中野区基本計画」、「中野区都市計画マスタープラン」に則るとともに、「中野区ユ

ニバーサルデザイン推進計画（第２次）」を始めとする関連計画等との整合に留意します。 

図 1-3 中野区バリアフリー基本構想の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）計画期間 

本構想の計画期間は、旧構想と同様の１０年間とし、令和8年度（2026年度）から令和17

年度（2035年度）までとします。 

また、区全体に共通する基本的な施策の改定や法改正等を踏まえて本構想の調査、分析

及び評価、見直しを行います。 

図 1-4 計画期間 
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（３）ユニバーサルデザイン＊とバリアフリー 

中野区では、全ての人が、それぞれの意欲や能力に応じて社会参加する「全員参加型社

会」やまちの魅力向上による地域の活性化の実現に向け、「中野区ユニバーサルデザイン推

進計画（第２次）」を令和6年（2024年）2月に策定し、ユニバーサルデザインの取組を進めて

います。 

 バリアフリー法は、高齢者や障害者等が安全かつ快適に移動し、施設を利用できる環境の

整備を目的としています。平成30年度（2018年度）の法改正により、バリアフリー法に基づく

取組は、「社会的障壁の除去※１」及び「共生社会の実現※２」に資することが基本理念として新

たに加えられ、ユニバーサルデザインの考え方も含めたものとなりました。 

 ユニバーサルデザインとバリアフリーは、どちらも暮らしやすい社会の実現を目指す考え方

です。年齢、性別、個人の属性や考え方、行動の特性等にかかわらず、全ての人が利用しや

すい都市及び生活環境を考え、バリアフリー法の目的に沿った取組を促進することで、より

多くの人が安全で快適に暮らすことができる環境づくりにつながります。 

図1-5 ユニバーサルデザインとバリアフリー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※１：社会的障壁の除去 

日常生活または社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、

制度、慣行、観念その他一切のものを除去すること 

※２：共生社会の実現 

障害の有無、年齢、性別、国籍などに関係なく、全ての人が互いに認め合い

支え合いながら、安心して暮らせる社会をつくること 


